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ははじじめめにに

茅ヶ崎市では、市と市民の協働のもと、将来の都市像である「海と太陽とみどりの中で ひとが輝き

まちが輝く 湘南・茅ヶ崎」にふさわしい良好な都市環境を創造し、将来にわたって維持するという基

本理念を実現するため、市域の実情に合った独自のまちづくり政策を進める必要があります。しかし、

全国一律の規制を目的とする法律や行政指導を行うことを定めた要綱だけでは、こうした市独自のまち

づくり政策を実現できない状況にあったため、平成１６年に「茅ヶ崎市開発事業指導要綱」を廃止し、

「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例」を制定しました。 

このような経緯で制定した条例ですが、制定から１０年あまりが経過し、社会情勢も変化してきてい

ることから、施設管理者が抱えてきた問題点等を踏まえて見直しを行い、平成２９年４月１日より施行

することとなりました。 

この「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例の解説」は、条例の執行者である

市、条例により開発事業を計画する事業者、そして条例による良好なまちづくりを願う市民が一体とな

り、条例の適切な運用を図っていくための指針としてまとめたものです。 
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凡 例 

◆本解説において、次の略称を用いる。 

条例 茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例（平成１６年茅ヶ崎市条例第９号） 

規則 茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例施行規則（平成１６年茅ヶ崎市規則

第２３号） 

◆基準日 

 内容現在は、平成２９年４月１日とした。 


